
 

久留米市公告第８１号 

 

公募型プロポーザル方式による業者選定実施公告 

 

自主防災組織支援業務について、公募型プロポーザル方式により業者の選定を行うの

で、次のとおり公告する。 

 

令和８年４月１日 

久留米市長 原口 新五 

 

1 業務の概要 

(1) 業務名 

自主防災組織支援業務 

(2) 業務内容 

校区コミュニティ組織や自治会といった地縁による自主防災組織（以下、「校区

等」という）の活動に伴走し、地域の特性（地理的リスク・組織力・コミュニティ

の現状）に応じた対策を講じることで、支援終了後も活動が継続する「自主防災活

動の自走化」を目指すものである。 

そのため、単なるマニュアル配布や講習に留まらず、組織の成熟度に応じた個別

かつ柔軟な「伴走支援」を実施する。あわせて、既存の地縁組織の枠組みにとらわ

れない団体（以下、「市民活動団体等」という）との積極的な連携を図る。 

これらを通じて、校区等が抱える課題の解決策を模索し、持続可能な活動体制を

構築することを目的とする。（詳細は『自主防災組織支援業務委託仕様書』のとお

り） 

(3) 業務期間 

契約締結日から令和９年３月 31日（火曜）まで 

 

2 予算額 

見積額の上限は、1,440,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む）とする。 

 

3 参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、参加申請関係書類の

提出締切時点で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

また、単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体（対

象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者等により構成される組織を

いう。以下同じ。）として参加することができるものとし、その場合、代表者を定め

て共同事業体結成予定書を作成し、参加申請関係書類の提出締切までに提出するとと

もに、全ての構成員が次の各号の全てに該当すること。 

 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること 

イ 市から指名停止措置を受けていないこと 

ウ 国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）を完納していること 

エ 参加申込者の所在地の区分に応じ、次に定める地方税を完納していること 

・久留米市内：県税及び市税 

・久留米市以外の福岡県内：県税 

オ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経



 

営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者でないこと 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと 

ク 共同事業体の場合、この業務において共同事業体の構成員が他の共同事業体の構

成員ではないこと、又は、単独で参加していないこと 

 

4 選考方法 

上記３の参加資格を満たしているプロポーザル参加者による企画提案書等の書面審

査及びプレゼンテーションの審査を行い、その内容を「自主防災組織支援業務プロポ

ーザル方式事業者選定委員会」において評価し、候補者を選定する。 

 

5 応募手続等 

(1) 担当部局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

〒830-8520 久留米市城南町 15番地３ 

久留米市 総務部 防災対策課 

担当：中山、井上、倉八 

ＴＥＬ：０９４２－３０－９０７４ 

ＦＡＸ：０９４２－３０－９７１２ 

E-mail：bousai@city.kurume.lg.jp 

 

(2) 実施要項等の配布 

実施要項、仕様書等の資料の配布については、次のとおりとする。 

① 配布開始 

令和８年４月 1日（水曜） 

② 配布場所 

久留米市ホームページに表題を「【募集】自主防災組織支援業務の公募型プロ

ポーザル」として掲載する。 

※ダウンロードできない場合はメール送付しますので、問い合わせ先までお問

い合わせください。 

※郵送による交付は行いません。 

 

(3) 実施要項等に対する質問期限及び回答 

① 質問方法 

質問書（第２号様式）を添付した電子メールまたはＦＡＸで行い、着信確認の

電話連絡を行うこと。ただし、送信日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、翌

平日の８時 30分から 17時までに電話連絡を行うこと。 

② 質問期限 

令和８年４月 15日（水曜）午後５時まで（必着） 

③ 回答方法 

回答は令和８年４月 20日（月曜）【予定】に、上記、久留米市ホームページ

に一括して掲載する。  



 

(4) 参加申請書類等の提出 

① 提出書類 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要項、仕様書及び関係法令等の各

規程を理解した上で、以下に示す表「提出書類一覧」で示す書類を提出すること。

共同事業体の場合、以下の表に基づき書類を作成し、代表者が取りまとめのうえ提

出すること。 

代表者 下表「提出書類一覧」のア～エ、カ～シ 

代表者以外の構成員 下表「提出書類一覧」のウ、エ、カ～サ 

すべての構成員のうち、いずれかの構成員 下表「提出書類一覧」のオ 

なお、本市の名簿登録者の場合、キ、ク、ケ、コ、サは不要とする。ただし、名簿

登載事項と異なる委任を行う場合は、サを提出すること。 

 

提出書類一覧 

書類 部数 

ア 参加申込書（第１号様式） １部 

イ 企画提案書 ６部 

正１部、副５部 

ウ 業務実績調書（第３号様式） １部 

エ 会社概要（第４号様式） １部 

オ 主担当者の経歴表（第５号様式） １部 

カ 価格提案書（第６号様式） １部 

キ 参加資格に係る申立書（第７号様式） １部 

ク 登記事項全部証明書（３ヶ月以内に発行されたものに限る） １部 

≪法人格のない団体の場合≫ 

次の資料を提出のこと 

① 団体の目的、組織、所在地、総会、代表者、財産管理に関

する規定が記載されている資料（規約・会則・定款など） 

② 代表者の身分証明書 １式 

ケ 納税（滞納なし）証明書（３ヶ月以内に発行されたものに限

る） 

※以下に示す表『（参照）納税証明書（参加申込者の法人・個

人別、所在地区分ごとの必要書類）』を参照のこと 

※課税されていない団体等は、応募資格に係る申立書（第２号

様式）の該当欄に納税義務がない旨を記載すること。 

※委任を受けた場合には、国税は本社所在地の税務署の証明書

を、都道府県税及び市町村税は受任地の証明書を提出するこ

と。 １部 

コ 役員等調書及び照会承諾書（第８号様式） １部 

サ 委任状（第９号様式） 

※支店等に参加手続き等の委任を行う場合のみ提出すること １部 

シ 共同事業体結成予定書兼委任状（第１０号様式） １部 

 

  



 

（参照）納税証明書（参加申込者の法人・個人別、所在地区分ごとの必要書類） 

所在地区分 
税区分 

法人 個人 
 税目 

  県外 国税等 

法人税、所得

税、消費税及

び地方消費税 

国税に未納が 

ない証明 

（納税証明書その 3の

3） 

国税に未納が 

ない証明 

（納税証明書その 3の 2） 

 
市外かつ県

内 
福岡県税 

法人事業税、

個人事業税 
福岡県税に未納

がない証明 

福岡県税に未納 

がない証明 

市内 

久留米市税 

法人市民税、

市県民税、 

固定資産税、

軽自動車税 

久留米市税に滞

納がない証明 久留米市税及び 

国民健康保険料に

滞納がない証明 

久留米国保 国民健康保険 － 

② 提出場所：上記５(1)に同じ。 

③ 提出方法及び期限 

ア 提出方法：持参又は郵送による 

イ 提出期間： 

令和８年４月 1日（水曜）から令和８年５月 1日（金曜）（土日祝日を除く。

郵便の場合は、消印有効。）までの午前８時 30分から午後５時まで 

※郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によるこ

ととし、提出期限内に到着したものに限り受け付ける。 

※郵便事故等については、市はその責めを負わない。 

 

(5) 企画提案に係るプレゼンテーション 

○実施日：令和８年５月 19日（火曜）【予定】 

※応募者が多数の場合は、別途審査日を設ける場合がある。 

○実施場所：参加資格審査結果の通知に実施日時とともに記載する。 

 

(6) 審査結果通知 

プレゼンテーションを行った全ての者に対し、審査結果を通知する。 

 

(7) 失格となる場合 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合、または提出書類に不足があった場合 

ウ 実施要項で示された、提出期間及び時間、提出方法、提出先、企画提案書作成方法

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ プレゼンテーションを正当な理由なく欠席した場合 

カ 価格提案書の金額が「３．予算額」を超過した場合 

キ この業務において、共同事業体の構成員が他の共同事業体の構成員となり参加した

場合、又は単独でも参加した場合 

 

6 その他 

詳細は、実施要項、仕様書によるため、参加希望者は必ず確認すること。 


